
 

お問合せお問合せ

　〒171-0033　〒171-0033
　　東京都豊島区高田3丁目6-7　　東京都豊島区高田3丁目6-7

ニュー野村マンション101号室ニュー野村マンション101号室
　「第42回　「第42回
　 防災ポスターコンクール事務局」　 防災ポスターコンクール事務局」

（株式会社シバムジーク内）（株式会社シバムジーク内）

電話 03-6912-6151 電話 03-6912-6151 
受付時間 平日 /午前　9：00～12：00受付時間 平日 /午前　9：00～12：00
(土・日・祝日を除く) (土・日・祝日を除く) 午後13：00～17：00 午後13：00～17：00 

詳しくはこちら！



●防災担当大臣賞
①幼児・小学 1・2年生の部 (1 名）
②小学 3～ 5年生の部 (1 名）
③小学 6年生・中学 1年生の部 (1 名）
④中学 2・3年生の部 (1 名）
⑤ 高校生・一般の部 (1名 )
ただし高校生の場合は

●防災推進協議会会長賞
① 幼児・小学 1・2年生の部 (1 名）
② 小学 3～ 5年生の部 (1 名）
③小学 6年生・中学 1年生の部 (1 名）
④中学 2・3年生の部 (1 名）
⑤高校生・一般の部 (1名 )
ただし高校生の場合は

●審査員特別賞（1名程度）
●佳　作（20名程度）
●入　選（200名程度）
※一般の部での入賞者が高校生以下の場合、副賞は各部門に準じる

賞状及び副賞図書カード２万円＋応募校 /団体に図書カード５万円
賞状及び副賞図書カード２万円＋応募校 /団体に図書カード５万円
賞状及び副賞図書カード２万円＋応募校 /団体に図書カード５万円
賞状及び副賞図書カード５万円＋応募校 /団体に図書カード５万円
賞状及び副賞５万円
賞状及び副賞図書カード５万円＋応募校 /団体に図書カード５万円

賞状及び副賞図書カード１万円＋応募校 /団体に図書カード５万円
賞状及び副賞図書カード１万円＋応募校 /団体に図書カード５万円
賞状及び副賞図書カード１万円＋応募校 /団体に図書カード５万円
賞状及び副賞図書カード３万円＋応募校 /団体に図書カード５万円
賞状及び副賞５万円
賞状及び副賞図書カード３万円＋応募校 /団体に図書カード５万円

賞状及び副賞図書カード１万円
賞状及び副賞図書カード１万円
賞状

審査
防災専門家等から成る審査委員会を設け選考します。
①テーマにそっているか　②ポスターとしてのデザイン性・アピール度

●審査結果発表
・入選以上の受賞者へは、通知および内閣府防災ホームページでの
公表をもって発表といたします。（令和８年 1月頃）

・ 入選外の方への通知は省略させていただきます。入選外の方 の通知は省略させていただ
・佳作以上の入選作品は、内閣府のホームページに掲載いたします。

●応募作品の帰属
募作品の著作権は主催者側に帰属するものとし、作品は返却しません。応募作品の著作権は主催者側に帰属するものとし、作品は返却しません。

●作品の使用
優秀作品については「防災白書」の表紙、防災意識啓発のための各種ポスター・
パンフレットなどに幅広く活用するほか、防災関連行事等での展示を行います。
なお、この場合、作品の一部トリミングなどが行なわれることがあります。
※電子媒体で制作された方にはデータのご提供をお願いすることがあります。

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/poster/42poscon.htmlhttps://www.bousai.go.jp/kyoiku/poster/42posco

〒171-0033東京都豊島区高田3丁目6-7ニュー野村マンション101号室〒171-0033東京都豊島区高田3丁目6-7ニュー野村マンション101号室
「第42回防災ポスターコンクール事務局」「第42回防災ポスターコンクール事務局」

（株式会社シバムジーク内）（株式会社シバムジーク内）宛て宛て

電話 03-6912-615103-6912-6151 (受付時間 平日9:00-12:00/13:00-17:00 )(受付時間 平日9:00-12:00/13:00-17:00 )

メールアドレメールアドレス poster-pd@shibamusik.com poster-pd@shibamusik.com

※制作者が自ら考え、第三者の著作権、商標権、肖像権、
そのほか知的財産権を侵害していないポスターを応募してください。
万が一、これらに対する権利侵害が判明した場合は審査の対象外とします。

主催：内閣府、防災推進協議会　　後援：消防庁、文部科学省

応募締切／ ※当日消印有効

ば、次のことについての重要性を訴える内容のもの
 ・ 自然災害の恐ろしさだけでなく、正しい知識を持って備えておくことや過去の災害教訓を地域において伝承していくことで、被害を減らすこ 
とができること

・ 家庭、地域、学校、職場等において、日頃から防災に関する心構えを醸成し、災害に備えること
・ 防災訓練や防災ボランティア、自主的な防災活動に積極的に参加すること、その他各自ができることから防災に取り組むこと


